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【年通号数】公開・登録公報2006-046
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【国際特許分類】
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   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線細隙ビームとＸ線広域ビームとを選択的に切換えて発生可能としたＸ線発生器と、
　Ｘ線細隙ビームを受けて被写体の透過画像を撮像するため、縦長で幅の小さい第１のＸ
線イメージセンサと、
　Ｘ線広域ビームを受けて、被写体の透過画像を撮像する第２のＸ線イメージセンサとを
備えたＸ線撮影装置であって、
　上記Ｘ線細隙ビームと上記第１のＸ線イメージセンサとを用いて生成した被写体のスカ
ウトビュー画像を表示させる表示部と、
　この表示部に表示させたスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択し、更にその関
心領域について、予め準備した断層面画像の撮影種別を選択する撮影種別選択手段と、
　上記Ｘ線発生器と、上記第１、第２のＸ線イメージセンサのいずれかとを、上記撮影種
別選択手段によって選択された撮影の種別に応じた撮影軌道に沿って同期的に移動させな
がら、Ｘ線撮影を実行するＸ線撮影制御手段とを備えているスカウトビュー機能を備えた
Ｘ線撮影装置。
【請求項２】
　請求項１において、
上記断層面画像撮影種別には、リニア断層面画像、パノラマ断層面画像、Ｘ線ＣＴ画像の
少なくともいずれかを含んでいるスカウトビュー機能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記第２のＸ線イメージセンサとを用いて生成した被写体のスカウトビュー画像を表示
させる表示部と、
　この表示部に表示させたスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択し、更にその関
心領域について、予め準備した断層面画像の撮影種別を選択する撮影種別選択手段と、
　上記Ｘ線発生器と、上記第１のイメージセンサと第２のイメージセンサのいずれかとを
、上記撮影種別選択手段によって選択された撮影種別に応じた撮影軌道に沿って同期的に
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移動させながら、Ｘ線撮影を実行するＸ線撮影制御手段とを備えているスカウトビュー機
能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項４】
　Ｘ線細隙ビームまたはＸ線広域ビームのいずれかが発生できるＸ線発生器と、
　Ｘ線細隙ビームを受けて被写体を撮像し、かつ、Ｘ線広域ビームを受けて、被写体を撮
像するＸ線イメージセンサとを備えた、Ｘ線撮影装置であって、
　上記Ｘ線細隙ビームあるいはＸ線広域ビームのいずれかと、上記Ｘ線イメージセンサと
を用いて生成した被写体のスカウトビュー画像を表示させる表示部と、
　この表示部に表示させたスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択し、更にその関
心領域について、予め準備した断層面画像の撮影種別を選択する撮影種別選択手段と、
　上記Ｘ線発生器と、上記Ｘ線イメージセンサとを、上記撮影種別選択手段によって選択
された撮影種別に応じた撮影軌道に沿って同期的に移動させながら、Ｘ線撮影を実行する
Ｘ線撮影制御手段とを備えているスカウトビュー機能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項５】
　請求項３、４のいずれかにおいて、
上記スカウトビュー画像には、被写体のスキャン透過画像を含んでいるスカウトビュー機
能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれかにおいて、
上記スカウトビュー画像には、パノラマ断層面画像または２方向単純撮影を含んでいるス
カウトビュー機能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項７】
　請求項３～６のいずれかにおいて、
　上記断層面画像種別には、リニア断層面画像、パノラマ断層面画像、Ｘ線ＣＴ画像の少
なくともいずれかを含んでいるスカウトビュー機能を備えたＸ線撮影装置。
【請求項８】
　支持部で互いに対向させて支持したＸ線発生器とＸ線検出部とを、保持手段で保持した
被写体に対して相対的に旋回させる移動手段を備え、この移動手段を作動させて被写体の
Ｘ線画像を撮影する医療用Ｘ線撮影装置において、
　照射野制御手段を有し、この照射野制御手段によってＸ線管が照射するＸ線コーンビー
ムの形状を制御することで、Ｘ線細隙ビームとＸ線広域ビームとを選択的に切換えて発生
可能としたＸ線発生器と、
　Ｘ線細隙ビームを受けて被写体のパノラマ断層面画像を撮像するため、縦長で幅の小さ
い第１のＸ線イメージセンサと、Ｘ線広域ビームを受けて、被写体のＸ線ＣＴ画像を撮影
する第２のＸ線イメージセンサとを設けたＸ線検出器からなるＸ線検出部と、
　上記Ｘ線細隙ビームと上記第１のＸ線イメージセンサとを用いて生成した被写体のパノ
ラマ断層面画像をスカウトビュー画像として表示させる表示部と、
　この表示部に表示させたスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択し、選択した関
心領域のＸ線ＣＴ画像を、上記第２のＸ線イメージセンサによって取得するために、前記
支持部および／または前記保持手段の位置制御を行う制御手段とを備えたことを特徴とす
るＸ線撮影装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　上記第１のＸ線イメージセンサ、上記第２のＸ線イメージセンサが、同一検出面上に共
通部分を有するように領域を区分して構成されている、Ｘ線撮影装置。
【請求項１０】
　請求項８において、
　前記支持部および／または前記保持手段の位置制御が、前記Ｘ線発生器とＸ線検出部と
を旋回させる軸と交叉する平面上に規定される２方向の２次元制御であることを特徴とす
るＸ線撮影装置。
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【請求項１１】
　請求項８において、
　前記支持部および／または前記保持手段の位置制御が、前記Ｘ線発生器とＸ線検出部と
を旋回させる軸と交叉する平面上に規定される２方向と、この軸と平行な１方向の３次元
制御であること特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれかにおいて、
　前記第２のＸ線イメージセンサを前記Ｘ線検出部の旋回方向前方または後方にオフセッ
トさせ、選択された関心領域を常に所定以上の割合で投影して、前記関心領域のＸ線ＣＴ
撮影をすることを特徴とするＸ線撮影装置。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかにおいて、
　上記Ｘ線イメージセンサは、Ｘ線イメージインテンシファイア、ＭОＳセンサ、ＣＭО
Ｓセンサ、ＴＦＴセンサ、ＣＣＤセンサ、ＭＩＳ型センサ、Ｘ線固体撮像素子のいずれか
で構成されていることを特徴とするＸ線撮影装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　第３の発明である請求項８のＸ線撮影装置は、支持部で互いに対向させて支持したＸ線
発生器とＸ線検出部とを、保持手段で保持した被写体に対して相対的に旋回させる移動手
段を備え、この移動手段を作動させて被写体のＸ線画像を撮影する医療用Ｘ線撮影装置に
おいて、照射野制御手段を有し、この照射野制御手段によってＸ線管が照射するＸ線コー
ンビームの形状を制御することで、Ｘ線細隙ビームとＸ線広域ビームとを選択的に切換え
て発生可能としたＸ線発生器と、Ｘ線細隙ビームを受けて被写体のパノラマ断層面画像を
撮像するため、縦長で幅の小さい第１のＸ線イメージセンサと、Ｘ線広域ビームを受けて
、被写体のＸ線ＣＴ画像を撮影する第２のＸ線イメージセンサとを設けたＸ線検出器から
なるＸ線検出部と、上記Ｘ線細隙ビームと上記第１のＸ線イメージセンサとを用いて生成
した被写体のパノラマ断層面画像をスカウトビュー画像として表示させる表示部と、この
表示部に表示させたスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択し、選択した関心領域
のＸ線ＣＴ画像を、上記第２のＸ線イメージセンサによって取得するために、前記支持部
および／または前記保持手段の位置制御を行う制御手段とを備えている。請求項9のＸ線
撮影装置は、請求項８において、上記第１のＸ線イメージセンサ、上記第２のＸ線イメー
ジセンサが、同一検出面上に共通部分を有するように領域を区分して構成されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項１０のＸ線撮影装置は、請求項８において、前記支持部および／または前記保持
手段の位置制御が、前記Ｘ線発生器とＸ線検出部とを旋回させる軸と交叉する平面上に規
定される２方向の２次元制御であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２１】
　請求項１１のＸ線撮影装置は、請求項８において、前記支持部および／または前記保持
手段の位置制御が、前記Ｘ線発生器とＸ線検出部とを旋回させる軸と交叉する平面上に規
定される２方向と、この軸と平行な１方向の３次元制御であること特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項１２のＸ線撮影装置は、請求項８～１０のいずれかにおいて、前記第２のＸ線イ
メージセンサを前記Ｘ線検出部の旋回方向前方または後方にオフセットさせ、選択された
関心領域を常に所定以上の割合で投影して、前記関心領域のＸ線ＣＴ撮影をすることを特
徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
請求項１３のＸ線撮影装置は、請求項１～１２のいずれかにおいて、上記Ｘ線イメージセ
ンサは、Ｘ線イメージインテンシファイア、ＭОＳセンサ、ＣＭОＳセンサ、ＴＦＴセン
サ、ＣＣＤセンサ、ＭＩＳ型センサ、Ｘ線固体撮像素子のいずれかで構成されていること
を特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項１、２、３、１３では、Ｘ線細隙ビームと、縦長で幅の小さい第１のＸ線イメー
ジセンサとを用いて生成した被写体のスカウトビュー画像上で所望の関心領域を選択する
ようにしている。ここでいうスカウトビュー画像とは、被写体に対して１、２枚程度が撮
影される予備的な画像撮影であるが、このスカウトビュー画像は走査型の撮影やパノラマ
断層面画像撮影等、Ｘ線細隙ビームにより得られるものであり、被写体に対する被爆量が
少なくなる。また、この第１のＸ線イメージセンサとして、比較的低価格なライン型のイ
メージセンサが利用でき、かつ、断層面画像の撮影では、関心領域周囲の狭い範囲だけを
撮影できればよいので、第２のＸ線イメージセンサとして、受光部が小面積な２次元型の
イメージセンサを利用できる。従って、コスト的にも有利である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項４、及びこれに従属する請求項５～７、１３は、Ｘ線広域ビームに対応した２次
元型のイメージセンサを利用する構成であり、Ｘ線細隙ビームあるいはＸ線広域ビームの
いずれかと、そのようなＸ線イメージセンサとを用いて生成した被写体のスカウトビュー
画像上で所望の関心領域を選択するようにしている。従って、スカウトビュー画像を広い
ものとした場合には、請求項１～３の構成に比べてコスト的に有利とはいえないが、関心
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領域の断層撮影では、Ｘ線広域ビームの照射幅を規制して狭くすることにより、被写体に
対する被爆量を少なくできる。また、イメージセンサの検出面の幅または高さを関心領域
の幅に限定すれば、被写体の関心領域以外の領域まで撮影可能な大判のイメージセンサは
不要であり、またＸ線コーンビームの照射野もこのイメージセンサに対応する広さに限定
できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項８、及びこれに従属する請求項９～１３では、Ｘ線細隙ビームと、縦長で幅の小
さい第１のＸ線イメージセンサとを用いて生成した被写体のスカウトビュー画像上で所望
の関心領域を選択するようにしている。ここでいうスカウトビュー画像とは、被写体に対
して１、２枚程度が撮影される予備的な画像撮影であるが、このスカウトビュー画像は走
査型の撮影やパノラマ断層面画像撮影等、Ｘ線細隙ビームにより得られるものであり、被
写体に対する被爆量が少なくなる。また、この第１のＸ線イメージセンサとして、比較的
低価格なライン型のイメージセンサが利用でき、かつ、断層面画像の撮影では、関心領域
周囲の狭い範囲だけを撮影できればよいので、第２のＸ線イメージセンサとして、受光部
が小面積な２次元型のイメージセンサを利用できる。従って、コスト的にも有利である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　特に請求項１０では、支持手段や被写体保持手段の位置制御が、旋回の軸と交叉する平
面上の２次元制御なので、Ｘ－Ｙテーブル等の公知技術を利用でき、制御が容易になる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　特に請求項１１では、支持手段や被写体保持手段の位置制御が、旋回の軸と交叉する平
面上の２方向と、この軸と平行な１方向の３次元制御なので、Ｘ－Ｙテーブル等の公知技
術を利用でき、制御が容易になる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　特に請求項１２では、第２の撮像手段に関心領域を部分的に投影する構成なので、通常
のＸ線ＣＴ撮影よりも大きな関心領域をＸ線ＣＴ撮影できる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３５】
　図２（ａ）に示された１次スリット板１１ｂは、Ｘ線遮蔽板に縦長（縦横比５：１～１
００：１程度、好ましくは１０：１～５０：１、さらに好ましくは１５：１～３０：１程
度）の細溝状空隙１１ｃが形成されたもので、Ｘ線管１１ａで発生したＸ線ビームは、細
溝状空隙１１ｃによって照射範囲が規制され、縦長で幅の狭いＸ線細隙ビームＢとして、
被写体ｏに向かって照射される。Ｘ線細隙ビームの進行方向に直行する照射野の形状は長
方形でも楕円形でも四隅に丸みを持たせた長方形でも任意の形状でよく、これは細溝状空
隙１１ｃの形状を変更することで実現できる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　Ｘ線検出部１２は、Ｘ線検出器１２ｃを組込んだ構成、又はＸ線検出器１２ｃとしての
カセットを着脱自在に装着する構成であり、Ｘ線検出器１２ｃは、Ｘ線イメージセンサと
して、Ｘ線細隙ビームＢ、Ｘ線広域ビームＢＢにそれぞれ対応する、第１のイメージセン
サ１２ａと、第２のイメージセンサ１２ｂとを備える。第１のイメージセンサ１２ａはＸ
線細隙ビームＢに対応した縦長の受光部を有するＣＣＤイメージセンサとし、第２のイメ
ージセンサ１２ｂはＸ線広域ビームＢＢに対応した矩形の受光部を有する２次元型のＣＭ
ＯＳイメージセンサとするのが好ましい。しかしながら、これだけには限定されず、両者
を共にＣＣＤイメージセンサ、あるいはＣＭＯＳイメージセンサとしてもよい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
第２のイメージセンサ１２ｂを変形し、図２５（ｃ）に示したような同一の検出面を有し
たイメージセンサを採用してもよい。この同一の検出面１２ｂ´には、上記の検出面Ｓ１
と検出面Ｓ２が共に設定される。同一の検出面１２ｂ´は、縦の最大幅の寸法が上記検出
面Ｓ１の縦の最大幅の寸法Ｗ１ｆに設定され、横の最大幅の寸法が上記検出面Ｓ２の横の
最大幅の寸法をＷ２ｇに設定されている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　そのため、上記検出面Ｓ１と上記検出面Ｓ２が同一の検出面１２ｂ´の中撮像面上に共
に設定できる。このイメージセンサを採用する場合は、第１のイメージセンサ１２ａと、
第２のイメージセンサ１２ｂとを同一の検出面１２ｂ´から構成できる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　この同一の検出面１２ｂ´を用いて、図３（ｃ）のＸ線検出器１２ｃの変形として構成
したものが図２５（ｄ）のＸ線検出器１２ｃである。
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図２５（ｄ）のＸ線検出器１２ｃにおいては、図３（ｃ）のＸ線検出器１２ｃの第１のイ
メージセンサ１２ａと、第２のイメージセンサ１２ｂが同一の検出面１２ｂ´から構成さ
れ、斜線で示す共通部分を有している。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　すなわち、同一の検出面１２ｂ´は、Ｘ線細隙ビームを受けて被写体の画像を撮像する
Ｘ線イメージセンサを構成し、かつ、Ｘ線広域ビームを受けて、被写体の画像を撮像する
イメージセンサを構成する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　イメージセンサの同一の検出面１２ｂ´の横の幅Ｗ２ｇは、例えば被写体となる患者の
頭部全体あるいは歯列全体を一度に撮影できるものではないが、縦の幅が例えばパノラマ
断層面画像撮影に用いられる程度に充分な寸法に設定される。また、横の幅Ｗ２ｇの寸法
が小さいことについては、支持部１３ａを水平方向に変位させて位置を変え、複数回にわ
たって撮影することで広い範囲の画像を合成することも可能である。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
　この全顎パノラマ断層面画像撮影では概ね図２６（ａ）に示す、歯列弓のほぼ中央に沿
った断層ＮＰを中心に撮影するが、顎関節パノラマ断層面画像撮影では概ね図２６（ｂ）
に示す、顎関節を中心とした断層ＪＰを中心に撮影する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　ついで、本発明を更に具体化した実施例を説明する。
　図１７は、Ｘ線撮影装置Ｍ２の全体構成を説明する概略ブロック図である。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５０】
　本体フレーム１６に取り付けられた軸移動台１３ｂは、旋回制御モータ（図示なし）に
よって回転軸Ａを回転させる図示しない回転軸駆動手段１３ｈと、Ｘ軸制御モータ（図示
なし）、Ｙ軸制御モータ（図示なし）による２次元制御で、回転軸Ａを回転軸Ａと交叉す
る平面上で位置制御するＸ－Ｙテーブル１３ｅと、このＸ－Ｙテーブル１３ｅを回転軸に



(8) JP 2006-314774 A5 2008.4.3

沿って昇降させる昇降手段１３ｆとを備えている。なお、回転軸駆動手段１３ｈは軸移動
台１３ｂにあってもよいが、支持部１３ａ側にあってもよい。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５３】
　Ｘ線発生器１１、Ｘ線検出部１２は、実施例１で説明したものと同様な構成である。す
なわち、Ｘ線発生器１１は、Ｘ線管１１ａが照射するＸ線ビームの形状を、Ｘ細隙ビーム
Ｂに対応した細溝状空隙１１ｃと、Ｘ線広域ビームＢＢに対応した矩形状空隙１１ｄとが
形成された１次スリット板１１ｂを移動させる照射野制御手段１１Ｄにより制御すること
で、Ｘ線細隙ビームＢとＸ線広域ビームＢＢとを選択的に切換えて発生することができる
。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
　そして撮影位置調整ステップでの位置付けに基づき、支持部１３ａを回転させ、第２の
イメージセンサ１２ｂにより、関心領域ｓの全体、又は１／２以上の割合の部分を含む透
過画像を所定の角度毎に撮影し、取得した透過画像を画像処理して、関心領域ｓの所望断
層面に対するＸ線ＣＴ画像を再構成する本撮影ステップ（ステップ４２１、４２２）を実
行する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８０】
　１１　Ｘ線発生器
　１２ａ　第１のＸ線イメージセンサ
　１２ｂ　第２のＸ線イメージセンサ
　１２ｂ´同一の検出面
　１４　Ｘ線撮影制御手段
　１５　撮影種別選択手段
　１５ａ　表示部
　Ｂ　Ｘ線細隙ビーム
　ＢＢ　Ｘ線広域ビーム
　Ｍ、Ｍ２　Ｘ線撮影装置
　ｏ　被写体
　ｓ　関心領域
【手続補正２６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６Ａ】

【手続補正２７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１６】
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【手続補正２８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２２】
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